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右
か
ら
三
村
町
長
、
台
沖
副
団
長
、

藤
友
副
団
長
、
山
吹
団
長

消
防
庁
長
官
表
彰
の
受
章

広報「くまの」では、町民の皆さんのお宅
に広報が届くまでの期間を考慮して、おお
むね発行月の11日以降から翌月10日まで
の行事のお知らせを掲載しています。

　
防
災
思
想
の
普
及
、
災
害
の

防
御
に
関
す
る
対
策
の
実
施
に

お
い
て
、
そ
の
成
績
が
特
に
優

秀
で
、
か
つ
、
他
の
模
範
と
認

め
ら
れ
た
た
め
、
熊
野
町
消
防

団
が
消
防
庁
長
官
表
彰
（
表
彰

旗
）
を
受
章
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
消
防
団
業
務
に
永
年

勤
続
し
、
そ
の
勤
務
成
績
が
優

秀
で
、
か
つ
、
他
の
模
範
と
認

め
ら
れ
た
た
め
、
山
吹
富
邦
さ

ん
（
東
山
）
が
消
防
庁
長
官
表

彰
（
永
年
勤
続
功
労
章
）
を
受

章
さ
れ
ま
し
た
。

（
生
活
環
境
課
）

　
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を

推
進
す
る
た
め
、
ま
ち
づ
く
り

に
つ
な
が
る
事
業
に
対
し
、
そ

の
事
業
に
要
す
る
経
費
の
全
部

ま
た
は
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

政
治
、
宗
教
を
目
的
と
し
な

い
非
営
利
活
動
を
行
う
５
人
以

上
の
団
体

▽
募
集
期
間
‥
５
月
６
日
㈮
〜

31
日
㈫

▽
助
成
金
額
‥
１
団
体
に
つ
き

上
限
額
20
万
円

※ 

募
集
要
項
は
、
地
域
振
興
課
、

熊
野
町
社
会
福
祉
協
議
会
ま

た
は
各
公
民
館
で
配
布
し
ま

す
。
（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

地
域
振
興
課

820
‐
５
６
０

２ 熊
野
町
ま
ち
づ
く
り

　
　
協
働
推
進
事
業

助
成
団
体
募
集

▽
情
報
公
開
制
度
の
運
用
状
況

　
こ
の
制
度
は
、
町
民
の
皆
さ

ん
の
請
求
に
よ
り
、
行
政
情
報

の
閲
覧
や
写
し
の
交
付
を
行
う

制
度
で
す
。

　
平
成
22
年
４
月
１
日
か
ら
平

成
23
年
３
月
31
日
ま
で
の
期
間

に
お
け
る
公
文
書
の
運
用
状
況

に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
表

し
ま
す
。

▽
個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用

状
況

　
こ
の
制
度
は
、
町
民
の
皆
さ

ん
が
、
本
人
の
個
人
情
報
の
開

示
（
閲
覧
や
写
し
の
交
付
）
や

訂
正
、
利
用
停
止
請
求
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

　
ま
た
、
請
求
さ
れ
た
公
文
書

の
開
示
（
訂
正
）
や
利
用
停
止

な
ど
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の

理
由
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
が
、

そ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き

は
、
町
に
不
服
申
立
て
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
平
成
22
年
４
月
１
日
か
ら
平

成
23
年
３
月
31
日
ま
で
の
期
間

に
お
け
る
個
人
情
報
の
運
用
状

況
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公

表
し
ま
す
。

総
務
課

820
‐
５
６
０
１

情
報
公
開
制
度
・

　
　
個
人
情
報
保
護
制
度

の
運
用
状
況

件数等

実施
機関

請求
（申出）
人数

請求
（申出）
件数

処 理 状 況

公開
部分
公開

不存在 非公開

町長 １ ２ １ ０ ０ １

件数等

実施
機関

請求
（申出）
人数

請求
（申出）
件数

処 理 状 況

公開
部分
公開

不存在 非公開

町長 １ １ ０ １ ０ ０

※ 上記以外の実施機関（教育委員会、選挙管
理委員会、監査委員、農業委員会、固定資
産評価審査委員会および議会）については、
請求がありませんでした。

※ 上記以外の実施機関（教育委員会、選挙管
理委員会、監査委員、農業委員会、固定資
産評価審査委員会および議会）については、
請求がありませんでした。
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●
平
成
23
年
４
月
分
か
ら
９
月

分
ま
で
は
、
引
き
続
き
支
給
さ

れ
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、
平
成
22
年
度
の

制
度
が
引
き
続
き
６
ヵ
月
間
延

長
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
と
同
様
、
次
の
人

は
熊
野
町
で
の
申
請
手
続
き
が

必
要
で
す
。

・ 

出
生
な
ど
に
よ
り
、
新
た
に

養
育
す
る
子
ど
も
が
で
き
た

人
・ 

既
に
受
給
し
て
い
て
、
他
の

市
町
村
か
ら
転
入
し
た
人

※ 

既
に
受
給
し
て
い
て
、
支
給

対
象
と
な
る
子
ど
も
の
数
に

変
更
が
な
い
人
は
、
手
続
き

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※ 

毎
年
６
月
に
提
出
し
て
い
た

「
現
況
届
」
の
提
出
は
不
要

で
す
。
た
だ
し
、
10
月
に
届

け
出
・
申
請
な
ど
が
必
要
と

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▽
支
給
月
額
‥
１
万
３
千
円

▽
支
給
対
象
と
な
る
子
ど
も
‥

０
歳
〜
中
学
校
卒
業
ま
で

子
ど
も
手
当
に
つ
い
て

時 所 内 対 定 ￥ 申 問 HPとき ところ 内容 対象 定員 料金 申込み 問合せ先 ホームページ

▽
支
給
月
‥
６
月
（
平
成
23
年

２
〜
５
月
分
）
、
10
月
（
平
成

23
年
６
〜
９
月
分
）

民
生
課

820
‐
５
６
３
５

　
聴
覚
・
言
語
機
能
障
害
な
ど

に
よ
り
、
手
話
に
よ
ら
な
け
れ

ば
意
思
の
疎
通
が
困
難
な
人
の

外
出
時
に
、
手
話
通
訳
者
を
派

遣
し
ま
す
。

▽
派
遣
区
域
‥
県
内

広
島
県
手
話
通
訳
派
遣
委
員

会
へ
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
よ
り
直
接
申
し

込
み

※ 

初
め
て
申
し
込
み
を
す
る
人

は
、
利
用
要
件
の
確
認
手
続

き
が
必
要
で
す
。

無
料
（
原
則
）

広
島
県
手
話
通
訳
派
遣
委
員

会
（
社
団
法
人
広
島
県
ろ
う
あ

連
盟
）

252
‐
０
３
０
３
、

252
‐
０
３
０
９

（
福
祉
課
）

■
補
装
具

　
身
体
上
の
障
害
を
補
う
た
め

の
補
装
具
の
交
付
・
修
理
を

行
っ
て
い
ま
す
。
補
装
具
の
種

目
に
よ
っ
て
は
、
購
入
・
修
理

の
際
、
県
の
判
定
が
必
要
な
も

の
が
あ
り
ま
す
。

身
体
障
害
者
手
帳
を
所
持
し

て
い
る
人

▽
種
目
の
例
‥
義
肢
、
車
い
す
、

歩
行
補
助
つ
え
、
義
眼
、
眼
鏡
、

補
聴
器
お
よ
び
座
位
保
持
い
す

な
ど

■
日
常
生
活
用
具

　
日
常
生
活
が
よ
り
円
滑
に
行

え
る
よ
う
、
日
常
生
活
用
具
を

給
付
し
ま
す
。

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手

帳
お
よ
び
精
神
手
帳
を
所
持
し

て
い
る
人

▽
種
目
の
例
‥
入
浴
補
助
用
具
、

頭
部
保
護
帽
、
火
災
警
報
器
、

点
字
器
、
ス
ト
ー
マ
装
具
な
ど

※
共
通
事
項

　
障
害
の
程
度
、
種
類
な
ど
に

よ
っ
て
、
対
象
と
な
る
種
目
が

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

介
護
保
険
対
象
者
は
、
介
護
保

険
制
度
の
利
用
が
優
先
さ
れ
ま

す
。

▽
負
担
額
‥
基
準
額
の
一
割

※ 

た
だ
し
、
世
帯
の
所
得
状
況

に
応
じ
て
自
己
負
担
金
の
上

限
額
が
設
定
さ
れ
ま
す
。
基

準
額
を
超
え
る
部
分
に
つ
い

て
は
自
己
負
担
で
す
。
な
お
、

世
帯
の
中
に
市
町
村
民
税
所

得
割
額
が
46
万
円
以
上
の
人

が
い
る
場
合
は
対
象
外
と
な

り
ま
す
。
購
入
・
修
理
前
に

必
ず
福
祉
課
へ
相
談
の
上
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

福
祉
課

820
‐
５
６
０
５

記
憶
障
害
、
注
意
障
害
、
遂

行
機
能
障
害
お
よ
び
社
会
的
行

動
障
害
な
ど
の
認
知
障
害
を

持
っ
て
い
る
人
の
家
族
お
よ
び

そ
の
他
関
心
を
お
持
ち
の
人

※ 

時
間
は
午
後
２
時
〜
３
時
、

両
日
と
も
同
じ
内
容
で
す
。

所
広
島
県
立
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

広
島
県
高
次
脳
機
能
セ
ン

タ
ー

０
８
２
４
‐
25
‐
１
４

５
５
、

０
８
２
４
‐
25
‐
１

０
９
４
（
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
）

koujinou2@
rehab-hiroshi

m
a.gr.jp

（
福
祉
課
）

熊
野
町
手
話
通
訳
者

派
遣
事
業
の
ご
案
内

障
害
者
の
補
装
具
と

日
常
生
活
用
具
に
つ
い
て

高
次
脳
機
能
障
害
家
族
セ
ミ

ナ
ー
開
催
の
お
知
ら
せ

期　日 内　容 担当者

５月６日㈮
　　17日㈫

リハビリテーション
と本人への関わり方
について

作業療法士
または
言語聴覚士

６月３日㈮
　　21日㈫ 福祉制度について 支援コーディ

ネーター

７月１日㈮
　　19日㈫

脳損傷とその後遺症
について 臨床心理士


